
　　　　　　　　　　　野村興産㈱イトムカ鉱業所

  廃蛍光管の内部には、水銀が封入されています。その量は４０Ｗの蛍光管で約１本当り約１０ｍｇぐらいですから、４０ｍｇ/ｋｇぐらいの水銀量となります。

平成１１年、廃蛍光管は水銀含有物として定義され、安定型最終処分場への埋立てが禁止されました。

平成１２年には地球環境にやさしい循環型社会への関心が高まり、「循環型社会形成推進基本法」が制定されました。

平成１３年には「廃棄物処理・再資源化ガイドライン」に廃蛍光管が３３番目の品目に追加されました。

直管　　　　　　　環状管　　　　　　　コンパクト管　　　　電球型　　　　　　水銀灯

－－－　廃蛍光管の適正処理・リサイクルを実現させる　－－－

平成１６年には「廃棄物処理法」の改正政令案及び省令案を経て、排出事業者の処理責任がより明確化され、法を守るよう通達が出されました。

              このように廃蛍光管は適正処理・リサイクルの対象にされています。

廃蛍光管の受入を開始いたしました。適正処理を、お願いします。

当社は、廃蛍光管・水銀灯を適正処理し、水銀のリサイクルに努めています。

　　処理料金　　廃蛍光管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40W以下　  300円／本　　　  41W以上  600円／本
　　　　　　　　　　　水銀灯・ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ・ﾈｵﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ　  　 400W以下　1000円／本　　　401W以上 2000円／本

株式会社　ネオリサイクル　　　　　　　〒077-0003　留萌市春日町２丁目３７番地1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本社電話番号　　　0164-43-5401
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工場電話番号　　　0164-43-5301




